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１．用語の定義 

本個別約款において、「一般プラン」とは、基本約款および本個別約款に基づき

お客さまと当社との間で締結するガス需給契約をいいます。 

 

２．適用条件 

本個別約款は、一般ガス導管事業者（東京ガス株式会社）の託送供給約款で定め

る供給区域のうち「東京地区等」に位置付けられる区域（ただし、日立市を除きま

す。）のお客さまが、一般プランを希望された場合に、適用いたします。 

 

３．料金 

(1) 当社は、別表の料金表（各料金表の基本料金、基準単位料金または 3(2)(3)

の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。）

を適用して料金を算定いたします。 

(2) 当社は、毎月、(3)②により算定した平均原料価格が(3)①に定める基準平均

原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により個別約款の各料金表の基

準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金

に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料

金の適用基準は、基本約款の別表第３のとおりといたします。 

 （算 式） 

  ① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

     調整単位料金（１立方メートル当たり） 

      ＝基準単位料金＋0.081円×原料価格変動額／100 円 

×（１＋消費税率） 

  ② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

     調整単位料金（１立方メートル当たり） 

      ＝基準単位料金－0.081円×原料価格変動額／100 円 

×（１＋消費税率） 

 （備 考） 

上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第３位以下の端数は、

切り捨てます。 

(3) (2)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとお

りといたします。 

  ① 基準平均原料価格（トン当たり） 

      57,250 円 

  ② 平均原料価格（トン当たり） 
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基本約款の別表第３に定められた各３か月間における貿易統計の数量および

価額から算定したトン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の 10円未満の端数を四

捨五入し 10 円単位といたします。）およびトン当たりＬＰＧ平均価格（算定結

果の 10円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。）をもとに次の算式

で算定し、算定結果の 10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。 

 （算 式） 

   平均原料価格 

    ＝トン当たりＬＮＧ平均価格×0.9479 

    ＋トン当たりＬＰＧ平均価格×0.0546 

  ③ 原料価格変動額 

次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の

金額といたします。 

 （算 式） 

   イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

     原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

   ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

     原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

 

４．その他 

その他の事項については、基本約款を適用いたします。 

 

 

付則 

 １．本個別約款の実施期日 

   本個別約款は、2019年10月1日から実施いたします。 

 

 ２．本個別約款の実施に伴う切替え措置 

(1) 当社は、料金算定期間にかかる供給の起点が 2019 年 10 月 1 日より前であっ

て、2019年 10月 1日から同月 31日までの間に支払義務が発生する料金について

は、変更前の本個別約款（以下「旧個別約款」といいます。）に基づき算定しま

す。 

(2) 当社は、料金算定期間にかかる供給の起点が 2019 年 10 月 1 日より前であっ

て、2019 年 11 月 1 日以降に支払義務が発生する料金については、次の算式によ

り算定いたします。 

 （算 式） 
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料金（※１）＝（イ）消費税率を８パーセントとして算定した料金（※２）×α 

    ＋（ロ）消費税率を 10パーセントして算定した料金（※３）×（１－α） 

※１ 各項の算定においては、1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨

ていたします。 

※２ （イ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる別表の各料金表の

基準単位料金については旧個別約款の別表の各料金表を適用いたします。 

※３ （ロ）の基本料金および、調整単位料金の算定にかかる別表の各料金表の

基準単位料金については、本個別約款の別表に規定する各料金表を適用い

たします。 

（備 考） 

α＝前回確定日（＊）の翌日から起算して 2019年 10月 31日までの期間の月数 

／前回確定日（＊）の翌日から起算して 2019 年 10 月 1 日以後最初の支払義務

発生日までの期間の月数（＊＊） 

＊ 前回確定日とは、2019 年 9 月 30 日以前の支払義務発生日のうち最後のもの

（支払義務発生日がない場合は新たにガスの使用を開始した日）をいいます。 

＊＊ 月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは 1 月といたし

ます。 
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 （別 表） 

 

  料金表 

   1． 適用区分 

料金表Ａ  使用量が０立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ  使用量が20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたしま

す。   

料金表Ｃ  使用量が80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｄ  使用量が200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｅ  使用量が500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｆ  使用量が800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

   2． 料金表 

    ① 料金表Ａ 

     イ）基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき 
７０４．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１４４．１０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した１立方メートル当たりの

単位料金といたします。 

 

    ② 料金表Ｂ 

     イ）基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき 
１，０２３．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 
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     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２８．１５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した１立方メートル当たりの

単位料金といたします。 

 

    ③ 料金表Ｃ 

     イ）基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき 
１，１９９．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２５．９５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した１立方メートル当たりの

単位料金といたします。 

 

    ④ 料金表Ｄ 

     イ）基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき 
１，８５９．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１２２．６５円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した１立方メートル当たりの

単位料金といたします。 
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    ⑤ 料金表Ｅ 

     イ）基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき 
５，９８４．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１１４．４０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した１立方メートル当たりの

単位料金といたします。 

 

    ⑥ 料金表Ｆ 

     イ）基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき 
１２，１４４．００円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ロ）基準単位料金 

１立方メートルにつき 
１０６．７０円 

（消費税等相当額を含みます。） 

 

     ハ）調整単位料金 

       ロ）の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した１立方メートル当たりの

単位料金といたします。 

 


	１．用語の定義
	２．適用条件
	３．料金
	４．その他
	付則
	（別　表）

